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○貝塚市留守家庭児童会条例施行規則 

平成20年３月31日 

規則第14号 

改正 平成21年12月17日規則第33号 

平成23年３月28日規則第５号 

平成23年９月30日規則第22号 

平成27年３月30日規則第18号 

平成27年12月18日規則第43号 

平成28年３月28日規則第12号 

平成29年３月31日規則第16号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、貝塚市留守家庭児童会条例(平成12年貝塚市条例第47号。以下「条例」

という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(開設場所) 

第２条 貝塚市留守家庭児童会(以下「児童会」という。)の事業は、別表第１に掲げる開設

場所に学級を置いて行うものとし、当該開設場所の呼称は、それぞれ同表に掲げるとおり

とする。 

(定員) 

第３条 前条の学級の定員は、１学級につき40人とする。ただし、市長が特に必要があると

認めるときは、定員を超えて入会させることができる。 

(入会の申請及び決定) 

第４条 条例第３条の規定による申請は、留守家庭児童会入会申請書(様式第１号)に必要な

書類を添えて提出するものとする。 

２ 市長は、入会を許可したときは、留守家庭児童会入会決定通知書(様式第２号)により、

入会を許可しないときは、留守家庭児童会入会却下通知書(様式第３号)により、児童の保

護者にそれぞれその旨を通知しなければならない。 

(入会の許可の取消し) 

第５条 市長は、条例第４条の規定により、入会の許可を取り消し、又は出席を停止したと

きは、留守家庭児童会入会取消・出席停止通知書(様式第４号)により、児童の保護者に通

知しなければならない。 

(負担金の減免) 
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第６条 市長は、条例第５条第３項の規定に基づき、別表第２に定めるところにより、留守

家庭児童会一部負担金(以下「負担金」という。)の額を減額し、又は免除することができ

る。 

(減免申請及び決定) 

第７条 保護者は、負担金の減免を受けようとするときは、留守家庭児童会負担金減免申請

書(様式第５号)に課税証明書その他減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、留守家庭

児童会負担金減免決定・却下通知書(様式第６号)により、その旨を当該保護者に通知する

ものとする。 

(還付) 

第８条 次に掲げる事由に該当する保護者が負担金の還付を受けようとするときは、留守家

庭児童会負担金還付請求書(様式第７号)を市長に提出しなければならない。 

(１) 条例第５条第３項の規定により、負担金が減額され、又は免除されるとき。 

(２) 退会時において、その翌月分以降の負担金を前もって納付しているとき。 

(届出) 

第９条 保護者は、留守家庭児童会入会申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速や

かにその旨を市長に届け出なければならない。 

(退会) 

第10条 児童会を退会しようとする児童の保護者は、留守家庭児童会退会届(様式第８号)

により市長に届け出なければならない。 

(開設時間) 

第11条 児童会の学級の開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開設時間を変更するこ

とができる。 

(１) 月曜日から金曜日まで(次号に規定する学校の休業日を除く。) 放課後から午後６

時まで。ただし、必要に応じ午後７時まで延長できるものとする。 

(２) 土曜日及び貝塚市立学校の管理運営に関する規則(平成14年貝塚市教育委員会規則

第１号)第９条第１項第２号に規定する学校の休業日 午前８時30分から午後６時まで。

ただし、必要に応じ午後７時まで延長できるものとする。 

(一部改正〔平成23年規則５号・22号〕) 
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(休会日) 

第12条 児童会の休会日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(３) ８月13日から同月16日までの日及び12月29日から翌年１月４日までの日(ただし、

前２号に掲げる日を除く。) 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要があると認めるときは児童会を休会する

ことができる。 

(指導員) 

第13条 児童会に指導員を置く。 

２ 指導員は保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の４第２項に規定

する国家戦略特別区域限定保育士を含む。)又は教育職員免許法(昭和24年法律第147号)

第４条に定める普通免許状を有する者その他児童の指導及び育成に関し知識、経験を有す

る者で市長が適当と認めるものの中から市長が委嘱する。 

(一部改正〔平成28年規則12号〕) 

(委任) 

第14条 この規則に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則(平成21年12月17日規則第33号改正) 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則(平成23年３月28日規則第５号改正) 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則(平成23年９月30日規則第22号改正) 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成27年３月30日規則第18号改正) 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則(平成27年12月18日規則第43号改正) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成28年４月１日(以下「施行日」という。)から施行する。 
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(経過措置) 

２ 改正後の別表第２の規定は、施行日以後の申請に係る留守家庭児童会一部負担金の減免

について適用し、施行日前の申請に係る留守家庭児童会一部負担金の減免については、な

お従前の例による。 

附 則(平成28年３月28日規則第12号改正) 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則(平成29年３月31日規則第16号改正) 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

別表第１(第２条関係) 

(一部改正〔平成21年規則33号〕) 

呼称 開設場所 

東小学校仲よしホーム 貝塚市小瀬一丁目25番５号(貝塚市立東小学校内) 

西小学校仲よしホーム 貝塚市脇浜四丁目６番１号(貝塚市立西小学校内) 

南小学校仲よしホーム 貝塚市地蔵堂286番地(貝塚市立南小学校内) 

北小学校仲よしホーム 貝塚市北441番地(貝塚市立北小学校内) 

津田小学校仲よしホーム 貝塚市津田南町１番１号(貝塚市立津田小学校内) 

中央小学校仲よしホーム 貝塚市麻生中854番地(貝塚市立中央小学校内) 

木島小学校仲よしホーム 貝塚市三ッ松1,048番地(貝塚市立木島小学校内) 

葛城小学校仲よしホーム 貝塚市木積2,032番地(貝塚市立葛城小学校内) 

永寿小学校仲よしホーム 貝塚市三ッ松2,020番地(貝塚市立永寿小学校内) 

二色小学校仲よしホーム 貝塚市二色一丁目３番１号(貝塚市立二色小学校内) 

東山小学校仲よしホーム 貝塚市東山五丁目11番１号(貝塚市立東山小学校内) 

別表第２(第６条関係) 

(一部改正〔平成27年規則43号〕) 

区分 負担金の減免額 

児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)の

規定による被保護世帯に属する場合 

負担金の全額 

児童が市町村民税非課税世帯に属する場合 負担金の３分の２に相当する額(その額に１

円未満の端数があるときは、これを切り上げ

た額) 
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児童の保護者が災害その他特別の事由により

負担金を納付することが困難であると市長が

認める場合 

負担金の全額 

児童会の休業、児童の疾病その他やむを得な

い事由により月の初日から末日までの間に出

席した日がない場合 

負担金の全額 

児童会の休業、児童の疾病その他やむを得な

い事由により月の初日から末日までの間に連

続して15日以上出席した日がない場合 

負担金の半額 

(備考) 

留守家庭児童会負担金減免申請書に添付する課税証明書は当該申請が４月及び５月の受付

については、前年度の課税証明書とし、その他の月の受付分については、当該年度分の課

税証明書とする。 
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様式第１号(第４条関係) 

(一部改正〔平成27年規則18号・29年16号〕) 

様式第２号(第４条関係) 

様式第３号(第４条関係) 

様式第４号(第５条関係) 

様式第５号(第７条関係) 

様式第６号(第７条関係) 

様式第７号(第８条関係) 

(一部改正〔平成27年規則18号・29年16号〕) 

様式第８号(第10条関係) 

 


